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附則 

第１章 総則 

（趣旨） 



 

第１条 この規則は、大和市下水道事業（以下「下水道事業」という。）の財務に関して、大和市

予算決算会計規則（昭和４１年大和市規則第１２号。以下「会計規則」という。）等の特例を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 法 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）をいう。 

(2) 政令 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）をいう。 

(3) 府令 地方公営企業法施行規則（昭和２７年総理府令第７３号）をいう。 

(4) 予算執行主管課長 下水道経営主管の課長及び水質管理センター（大和市事務分掌規則（昭

和４８年大和市規則第２４号）第１６条第３項に規定する水質管理センターをいう。次号にお

いて同じ。）の長をいう。 

(5) 課長等 下水道経営主管の課長、下水道施設主管の課長及び水質管理センターの長をいう。 

(6) 企業会計システム 下水道経営主管の課が管理するサーバー及びそれを利用したシステム

をいう。 

(7) 出納取扱金融機関 下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる市長の同

意を得て指定した金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる大和市下水道事

業出納取扱金融機関をいう。 

(8) 収納取扱金融機関 下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる市長の同

意を得て指定した金融機関のうち、収納の事務の一部を取り扱わせる大和市下水道事業収納取

扱金融機関をいう。 

(9) 出納取扱金融機関等 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。 

(10) 徴収等事務受託者 法第３３条の２の規定に基づき、下水道事業の業務に係る公金の徴収又

は収納の事務を受託している私人をいう。 

 （権限行使の区分） 

第３条 財務（歳出予算の執行に係る部分に限る。）に係る決裁権限は、別表第１に掲げる決裁事

項の区分に応じ、同表に定める決裁者が行使するものとする。 

（企業出納員等の設置） 

第４条 下水道事業の業務に係る公金の出納その他の会計事務（大和市下水道事業の設置等に関す

る条例（令和元年大和市条例第１３号）第６条各号に掲げる会計管理者が行う事務を除く。）を

行わせるため、企業出納員、出納員及び現金取扱員を置く。 



 

２ 企業出納員は、下水道経営主管の課長をもって充て、その事務は、前項の出納その他の会計事

務の統括とする。 

３ 企業出納員に事故があるとき、又は企業出納員が欠けたときは、市長は職員のうちから別に企

業出納員を命じ、その事務をつかさどらせることができる。 

４ 出納員は、会計規則第５条第１項の規定により出納員に任命された課長等をもって充てる。 

５ 現金取扱員は、下水道経営主管の課の職員及び会計規則第５条第２項の規定により任命された

者（下水道事業に係る公金の出納事務に携わる者に限る。）をもって充て、その事務は、出納員

の命を受けて行う下水道事業に係る公金の出納事務とする。 

６ 現金取扱員１人が１日に取り扱うことのできる現金の限度額は、１，０００，０００円とする。

ただし、出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。 

（会計管理者等の注意義務） 

第５条 会計管理者、企業出納員、出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金

その他の資産を取り扱わなければならない。 

第２章 伝票及び帳票並びに勘定科目 

第１節 伝票 

（会計伝票の発行） 

第６条 下水道事業に係る取引については、その取引の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計

伝票を発行するものとする。 

（会計伝票の種類） 

第７条 会計伝票の種類は、収入票、支出命令書及び振替書とする。 

２ 収入票は、現金収納の取引について発行する。 

３ 支出命令書は、現金支払の取引について発行する。 

４ 振替書は、前２項に規定する取引以外のものについて発行する。 

（会計伝票の整理及び日計表の作成） 

第８条 会計管理者は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。 

（会計伝票の保存等） 

第９条 会計管理者は、会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類をそれぞれの日付によって

編集するものとする。 

２ 企業出納員は、前項の規定により編集された書類を保存しなければならない。 

第２節 帳簿 



 

（帳簿の種類及び保管） 

第１０条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿（以下「帳

簿」という。）のうち、会計管理者は第４号の帳簿を、企業出納員はそれ以外の帳簿を備え、保

管しなければならない。 

(1) 収入予算執行整理簿 

(2) 支出予算執行整理簿 

(3) 総勘定元帳 

(4) 現金預金出納簿 

(5) 固定資産台帳 

(6) 企業債台帳 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの 

（帳簿の記載） 

第１１条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければなら

ない。 

（総勘定元帳の記帳） 

第１２条 総勘定元帳は、第１５条第１項に規定する勘定科目ごとに整理し、記帳するものとする。 

（科目の更正） 

第１３条 予算執行主管課長は、整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替書を発行し、

正当な科目に更正しなければならない。 

（帳簿の照合） 

第１４条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。 

第３節 勘定科目 

（勘定科目） 

第１５条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うもの

とする。 

２ 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第２に定めるところによる。 

第３章 収入及び支出 

第１節 収入 

（収入の調定） 

第１６条 課長等は、収入の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、金額等



 

を記載した振替書を発行し、市長の決裁を受けなければならない。 

２ 課長等は、前項の規定による決裁を受けた場合は、収入予算執行整理簿に記帳しなければなら

ない。 

 （調定の通知） 

第１７条 課長等は、前条の規定により収入の調定をしたときは、企業会計システムに登録するこ

とにより、会計管理者に通知しなければならない。 

（調定の更正） 

第１８条 課長等は、収入の調定を更正しようとする場合は、直ちに第１６条第１項の規定に準じ

て振替書を発行し、市長の決裁を受け、収入予算執行整理簿を更正しなければならない。 

（納入通知書の送付） 

第１９条 課長等は、第１６条及び前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場

合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭、掲示そ

の他の方法により納入の通知をするとき、又はその性質上納入通知書による通知により難い収入

であるときは、この限りでない。 

（納入通知書の再発行） 

第２０条 課長等は、納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたとき

は、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の年月日及びその旨を記載して当該納入

義務者に送付しなければならない。 

（小切手の支払地の区域） 

第２１条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地は、

神奈川県又は東京都の区域内とする。 

（証券の支払拒絶） 

第２２条 会計管理者、企業出納員、出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び徴収等事務受

託者は、小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。 

（領収書の交付）  

第２３条 会計管理者、企業出納員、出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び徴収等事務受

託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

ただし、口座振替の方法により収納した場合は、この限りでない。 

（収納金の取扱い） 

第２４条 会計管理者、企業出納員、出納員及び現金取扱員は、現金又は証券を直接収納したとき



 

は、速やかに出納取扱金融機関等に納付しなければならない。 

（収入票の発行及び記帳） 

第２５条 会計管理者は、収入の収納を証する書類に基づいて収入票（一部現金の収納を含む取引

について発行される振替書を含む。以下同じ。）を発行し、現金預金出納簿に記帳しなければな

らない。 

（過誤納金の還付） 

第２６条 予算執行主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤の理

由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき者の氏名を記載した支出命令書を発行

し、市長の決裁を受け、収入予算執行整理簿に記帳し、会計管理者に送付するとともに、当該納

付者に当該還付する旨を通知しなければならない。 

２ 第３２条及び第４２条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。 

（不納欠損）  

第２７条 法令若しくは条例又は議会の議決により債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅し

た場合においては、課長等は、当該債権に係る収入の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の

経緯等を記載した文書に基づいて振替書を発行し、市長の決裁を受け、支出予算執行整理簿に記

帳しなければならない。 

（徴収又は収納の事務の委託）  

第２８条 下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納については、その事務を私人に委託するこ

とができる。 

２ 前項の規定による委託を受けた者は、その徴収し、又は収納した公金をその内訳を示す書類等

を添えて、市長に払い込まなければならない。 

第２節 支出 

（支出負担行為）  

第２９条 予算執行主管課長は、予算執行をするときは、支出負担行為書に関係書類を添付し、市

長の決裁を受けなければならない。 

２ 前項の決裁を受けた金額が別表第３左欄の区分に応じて右欄に定める金額を超えるときは、会

計管理者の確認を受けなければならない。ただし、支出負担行為として整理する時期が請求のあ

ったときである場合は、この限りでない。 

（支出負担行為の整理区分）  

第３０条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類



 

は、別表第４に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ同表に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第５に掲げる支出方法による経費に係る支出負担行為に該当す

るものについては、同表に定める区分による。 

（支出の手続） 

第３１条 予算執行主管課長は、支出しようとする場合は、その理由、所属年度、支出科目及び金

額を記載した振替書を発行し、市長の決裁を受けなければならない。 

２ 予算執行主管課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、支出予算執行整理簿に記帳しな

ければならない。 

（支出命令書の発行等） 

第３２条 予算執行主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等

支払に関する証票類に基づいて支出命令書（一部現金の支払を伴う取引について発行される振替

書を含む。以下同じ。）を発行し、市長の決裁を受け、支出予算執行整理簿に記帳し、会計管理

者に送付しなければならない。 

２ 前項の支出命令書は、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。た

だし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。 

３ 会計管理者は、支出命令書により支出の支払をするとともに現金預金出納簿に記帳しなければ

ならない。 

（資金前渡、概算払及び前金払） 

第３３条 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払を終えた後、債

権者が確定した後又は役務の提供が完了した後に、証拠となるべき書類を予算執行主管課長に提

出しなければならない。 

２ 予算執行主管課長は、前項の規定による書類の提出があった場合は、これに基づいて精算報告

書を発行し、市長の決裁を受け、支出予算執行整理簿に記帳し、会計管理者に送付しなければな

らない。 

３ 前項の規定による精算報告の結果、精算残額又は不足金が生じたときは、収入又は支出の例に

よって処理しなければならない。 

（繰替払）  

第３４条 政令第２１条の８第３号の規定により繰替払をすることができる経費は、下水道事業受

益者負担金（大和都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４９年大和市条例第２１号）

第１条に規定する負担金をいう。）に係る納期前納付報奨金（大和都市計画下水道事業受益者負



 

担に関する条例施行規則（昭和４９年大和市規則第１６号）第７条第１項に規定する報奨金をい

う。）とし、当該下水道事業受益者負担金をもって繰替払をすることができる。 

２ 出納取扱金融機関等は、繰替払をしたときは、納入通知書等にその旨を記し、証拠となるべき

書類を作成し、会計管理者に報告しなければならない。 

３ 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、繰替払集計書を作成し、市長に送付し

なければならない。 

４ 市長は、前項の規定により送付を受けたときは、繰り替えて使用した金額を支出として、直ち

に公金振替の手続をしなければならない。 

（隔地払）  

第３５条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、

出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等の

記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。 

２ 前項の場合において、当該送金がなされたときは、出納取扱金融機関の発行する送金済通知書

をもって債権者の領収書に代えるものとする。 

３ 会計管理者は、第１項の規定により隔地払をさせたときは、直ちに送金通知書を債権者に送付

しなければならない。 

（口座振替の方法による支払のできる金融機関）  

第３６条 会計管理者は、出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と取引のある金融機関の本店若

しくは支店に普通預金口座等を設けている債権者に対しては、口座振替の方法による支払をする

ことができる。 

（口座振替） 

第３７条 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に

振替先金融機関、振替先口座及び振替金額を文書により通知して行わなければならない。 

２ 出納取扱金融機関は、前項の規定による通知により振替を行ったものについて速やかに会計管

理者に文書（以下「振替済書」という。）により通知しなければならない。 

３ 会計管理者は、口座振替の方法による支払をする場合において、債権者から金額の内訳を確認

したい旨の申出があったときは、当該内訳を当該債権者に通知しなければならない。 

４ 口座振替の方法による支払の場合には、振替済書をもって当該債権者の領収書に代えるものと

する。 

（小切手の振出し） 



 

第３８条 小切手の署名は、記名押印により行うものとする。 

２ 会計管理者は、小切手を振り出した場合は、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支

払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。 

３ 出納取扱金融機関は、会計管理者の振り出した小切手により支払を行ったものについて速やか

に会計管理者に報告しなければならない。 

（小切手の訂正等） 

第３９条 小切手の金額は、訂正してはならない。 

２ 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に２線を引き、その上

側に正書し、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して会計管理者の印を

押さなければならない。 

３ 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引き、「廃棄」と表示して、

そのまま小切手帳に残しておかなければならない。 

（小切手帳の保管） 

第４０条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。 

（公金振替） 

第４１条 前３条の規定は、公金振替の方法による支払について準用する。 

（領収書等の徴収） 

第４２条 会計管理者は、金銭の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払、公金振替若しくは口座

振替の方法によって支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは

振替済書を受け取らなければならない。 

２ 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならな

い。ただし、紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印をした旨を申

し出た場合は、この限りでない。 

（過誤払金の回収） 

第４３条 支払金のうち過誤払となったものがある場合は、予算執行主管課長は、過誤払の理由、

所属年度、支出科目、回収すべき金額及び回収すべき債権者の氏名を記載した振替書を発行し、

市長の決裁を受け、支出予算執行整理簿に記帳するとともに、債権者に納入通知書を送付しなけ

ればならない。 

２ 第１９条、第２０条、第２３条及び第２５条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用す

る。 



 

（債務免除等） 

第４４条 予算執行主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債

務に係る経緯等を記載した文書に基づいて振替書を発行し、市長の決裁を受け、収入予算執行整

理簿に記帳しなければならない。 

第４章 預り金及び預り有価証券 

（預り金） 

第４５条 企業出納員は、下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金と

して整理しなければならない。 

（預り金の受入れ及び払出し） 

第４６条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わ

れなければならない。 

（預り有価証券） 

第４７条 企業出納員は、下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券

として整理しなければならない。 

２ 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。 

（預り有価証券の受入れ及び還付） 

第４８条 企業出納員は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付しなければなら

ない。 

２ 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。 

（利札の還付請求） 

第４９条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審

査のうえ、これを還付しなければならない。 

２ 前項の場合においては、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。 

第５章 固定資産 

第１節 通則 

（固定資産の範囲） 

第５０条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 有形固定資産（次に掲げるものをいう。） 

ア 土地 

イ 建物 



 

ウ 構築物（土地に定着する土木設備又は工作物をいう。） 

エ 機械及び装置 

オ 車両及び運搬具 

カ 工具、器具及び備品（耐用年数が１年以上かつ取得価額が１００，０００円以上のものに

限る。） 

キ リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、

当該リース物件がアからカまで又はケに掲げるものである場合に限る。） 

ク 建設仮勘定（イからカまでに掲げる資産であって、下水道事業の用に供するものを建設す

るために支出した金額及び当該建設のために充当した材料をいう。以下同じ。） 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、有形固定資産に属する資産とすべきもの 

(2) 無形固定資産（次に掲げるものをいう。） 

ア 借地権 

イ 地上権 

ウ 特許権 

エ 施設利用権 

オ ソフトウェア 

カ リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、

当該リース物件がアからオまで及びキに掲げるものである場合に限る。） 

キ アからカまでに掲げるもののほか、無形固定資産に属する資産とすべきもの 

(3) 投資その他の資産（次に掲げるものをいう。） 

ア 投資有価証券（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以内に満期の到来する有価証

券を除く。） 

イ 出資金 

ウ 長期貸付金 

エ 長期前払消費税 

オ アからエまでに掲げるもののほか、投資その他の資産に属する資産とすべきもの 

カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しないもの 

第２節 取得 

（取得価額） 

第５１条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める価額とする。 



 

(1) 購入によって取得した固定資産 購入に要した価額 

(2) 交換によって取得した固定資産 交換のため提供した固定資産の価額に、交換差金を加算し、

又は控除した額及び間接費の合計額 

(3) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産 当該建設改良工事又は製作に要した直

接及び間接の費用の合計額 

(4) 譲与、贈与その他無償で譲り受けた固定資産又は前３号に規定する固定資産であって取得価

額の不明のもの 公正な評価額 

（購入） 

第５２条 予算執行主管課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した

文書により市長の決裁を受けなければならない。 

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量 

(2) 購入しようとする理由 

(3) 予定価格及び単価 

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額 

(5) 契約の方法 

(6) その他市長が必要があると認める事項 

２ 前項の文書には、購入しようとする固定資産の内容を明らかにするための書類を添えなければ

ならない。 

（交換） 

第５３条 課長等は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により

市長の決裁を受けなければならない。 

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金 

(2) 交換しようとする理由 

(3) 契約の方法 

(4) その他市長が必要があると認める事項 

２ 前項の文書には、交換しようとする固定資産の内容を明らかにするための書類及び相手方の承

諾書又は申請書を添えなければならない。 

（無償譲受） 

第５４条 課長等は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文

書により市長の決裁を受けなければならない。 



 

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量 

(2) 譲り受けようとする理由 

(3) 見積価額 

(4) その他市長が必要があると認める事項 

２ 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の内容を明らかにするための書類及び相手方の

承諾書又は申請書を添えなければならない。 

（工事の施工） 

第５５条 予算執行主管課長は、建設改良工事を施工しようとする場合は、次に掲げる事項を記載

した文書により市長の決裁を受けなければならない。 

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量 

(2) 工事を必要とする理由 

(3) 工事の始期及び終期 

(4) 予定価格 

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額 

(6) 工事の方法及び契約の方法 

(7) その他市長が必要があると認める事項 

２ 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなけ

ればならない。 

（建設改良工事の精算） 

第５６条 予算執行主管課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わな

ければならない。 

２ 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事

費に併せて固定資産に振り替えなければならない。 

（建設仮勘定） 

第５７条 工期が１事業年度を超える建設改良工事は、建設仮勘定を設けて経理するものとする。 

２ 前項の建設改良工事が完成した場合は、予算執行主管課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行

い、振替書を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければなら

ない。 

３ 前条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

（検収） 



 

第５８条 予算執行主管課長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収

しなければならない。 

（取得の報告） 

第５９条 予算執行主管課長は、固定資産を取得した場合は、振替書を発行し、市長の決裁を受け

なければならない。 

２ 前項の場合において、企業出納員は、遅滞なくその登記、登録等の手続をとらなければならな

い。 

第３節 管理及び処分 

（事故報告） 

第６０条 課長等は、天災その他の事由により固定資産を滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合

は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。 

（固定資産の売却等）  

第６１条 課長等は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項

を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。 

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量 

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地 

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由 

(4) 予定価格 

(5) 契約の方法 

(6) その他市長が必要があると認める事項 

２ 前項の規定による廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買

受人がいない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。 

（売却等に関する報告） 

第６２条 課長等は、前条の規定により固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞な

く当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。 

第４節 減価償却 

（固定資産の減価償却の方法） 

第６３条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって、取得の翌

年度から行うものとする。 

（特別償却率） 



 

第６４条 企業出納員は、償却資産のうち、直接その営業の用に供するものについて、経営の健全

性を確保する必要があるときは、府令第１５条第１項の規定により算出した各事業年度の減価償却

額に、当該額に１００分の５０の率を乗じて得た額を加えた額を各事業年度の減価償却額とする

ことができる。 

２ 前項の規定により特別償却を行おうとする場合は、あらかじめその資産について市長の決裁を

受けなければならない。 

（減価償却の特例） 

第６５条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の１００分の５

に相当する金額に達した後において府令第１５条第３項の規定により帳簿価額が１円に達する

まで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受け

なければならない。 

第６章 リース会計 

（リース会計に係る特例） 

第６６条 所有権移転ファイナンス・リース取引（ファイナンス・リース取引のうち、リース契約

上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。）につい

ては、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいず

れかに該当するときは、府令第５５条第３号に該当するものとして、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じて会計処理を行うものとする。 

(1) 購入時に費用処理するものであること。 

(2) リース期間が１年以内であること。 

(3) １契約当たりのリース料の総額が３，０００，０００円以下であること。 

２ 所有権移転外ファイナンス・リース取引（府令第５５条第１号のファイナンス・リース取引を

いう。）については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。この場合

において、府令第４２条第１号に掲げる事項について、同条の規定による注記をしなければなら

ない。 

第７章 引当金 

（引当金の計上） 

第６７条 将来の特定の費用又は損失（収益の控除を含む。）であって、その発生が当該事業年度

以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると

認められるものは、次に掲げる引当金として府令第２２条に規定する予定貸借対照表等に計上し、



 

当該事業年の負担に帰すべき引当額を費用に計上しなければならない。 

(1) 賞与引当金 

(2) 修繕引当金 

(3) 特別修繕引当金 

(4) 貸倒引当金 

(5) その他引当金 

（引当金の計上方法） 

第６８条 賞与引当金の計上は、当該事業年度末における期末手当及び勤勉手当の支給見込額に基

づき、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。 

２ 修繕引当金の計上は、当該事業年度に実施すべきであった未実施事業に係る修繕費の支出見込

額を計上するものとする。 

３ 特別修繕引当金の計上は、複数事業年度ごとに定期的に行われる特別の修繕に備え、法令上義

務付けのあるもの又は中長期の修繕計画等その修繕費の発生が合理的に見込まれるものについ

て計上するものとする。 

４ 貸倒引当金の計上は、債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率その他個別に考慮

すべき事情を勘案し、回収不能見込額を計上するものとする。 

５ その他引当金の計上方法は、市長が別に定める。 

第８章 予算  

（予算の原案等の提出） 

第６９条 企業出納員は、市長の予算編成方針に基づき翌事業年度の予算の原案及び法第２５条に

規定する予算に関する説明書に参考資料を添えて市長に提出しなければならない。この場合にお

いて、予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるもの

とする。 

（補正予算） 

第７０条 前条の規定は、予算の補正について準用する。 

（予算の執行） 

第７１条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画（以下「予算執行計

画」という。）を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受け、予算

執行主管課長に通知しなければならない。 

２ 予算執行主管課長は、前項の規定による通知を受けた場合は、予算の執行をしなければならな



 

い。 

３ 前２項の規定は、予算執行計画を変更する場合について準用する。 

（流用及び予備費使用の手続） 

第７２条 予算執行主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目

の名称及び金額、流用しようとする理由を記載した文書により市長の決裁を受けなければならな

い。 

２ 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。 

（予算超過の支出） 

第７３条 企業出納員は、法第２４条第３項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接

必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必

要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする

理由を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。 

２ 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要が

ある場合は、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。 

（予算の繰越）  

第７４条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生

じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して翌

事業年度の５月３１日までに市長の決裁を受けなければならない。 

２ 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避

け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する

必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。 

第９章 決算  

（決算の作成） 

第７５条 下水道事業の決算の作成に関する事務は、企業出納員が行う。 

（決算整理） 

第７６条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替書により、次に掲げる事項について決算

整理を行わなければならない。 

(1) 固定資産の減価償却 

(2) 繰延収益の償却 

(3) 資産の評価 



 

(4) 引当金の計上 

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理 

(6) その他決算に必要な整理 

（帳簿の締切り） 

第７７条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うも

のとする。 

（決算報告書等の提出）  

第７８条 企業出納員は、毎事業年度終了後２月以内に次に掲げる当該年度の書類を作成して市長

に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法に

よるものとする。 

(1) 決算報告書 

(2) 損益計算書 

(3) 貸借対照表 

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書 

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書 

(6) 事業報告書 

(7) キャッシュ・フロー計算書 

(8) 収益費用明細書 

(9) 固定資産明細書 

(10) 企業債明細書 

(11) 継続費精算報告書 

第１０章 契約 

（随意契約の額） 

第７９条 政令第２１条の１４第１項第１号に規定する管理規程で定める額は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 工事又は製造の請負 １，３００，０００円 

(2) 財産の買入れ ８００，０００円 

(3) 物件の借入れ ４００，０００円 

(4) 財産の売払い ３００，０００円 

(5) 物件の貸付け ３００，０００円 



 

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの ５００，０００円 

（随意契約の内容等の公表） 

第８０条 政令第２１条の１４第１項第３号及び第４号に規定する管理規程で定める手続は、次に

掲げるとおりとする。 

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。 

(2) 契約を締結する前において、契約内容並びに契約の相手方の選定方法及び選定基準を公表す

ること。 

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由、契約金額等の

契約の締結状況を公表すること。 

（入札保証金等の額） 

第８１条 下水道事業の業務に係る入札保証金は入札金額の１００分の３以上の額とし、当該業務

に係る契約保証金は契約金額の１００分の１０以上の額とする。 

第１１章 雑則 

（経理状況の報告等） 

第８２条 企業出納員は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表を作成し、翌月２０

日までに市長に提出しなければならない。 

（現金等の点検） 

第８３条 会計管理者は、毎日現金及び預金を日計表と対照しなければならない。 

 （下水道事業会計における給料等の特例） 

第８４条 会計規則第１０９条第１項の規定にかかわらず、下水道事業会計において、給料等の予

算の運用及び執行については、下水道経営主管の長が行う。 

附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

  



 

別表第１（第３条関係） 

財務関係 

決裁事項＼ 

決裁者 

主幹兼係

長 

課長 部長・会

計管理者 

副市長 市長 備考 

報酬  ～ 

 

 

    

給料 

手当 

賞与引当金繰

入額 

法定福利費 

災害補償費 

報償費  ～１３０ １３０～   納期前納付報奨金につ

いては、課長 

旅費  ～     

食糧費  ～５ ５～    

備消品費  ～１３０ 

 

１３０～

１，０００ 

 

１，０００

～ 

 

  

被服費 

薬品費 

燃料費 

印刷製本費 

光熱水費  ～ 

 

    

動力費 

修繕費  ～１３０ １３０～

１，０００ 

１，０００

～ 

  

通信運搬費  ～     

保管料  ～１３０ 

 

１３０～ 

 

   

広告料 

手数料 

講師派遣手数料 

筆耕翻訳料 

保険料 



 

委託料  ～１３０ １３０～

１，０００ 

１，０００～

１５，０００ 

１５，０００

～ 

 

使用料及び賃

借料 

 ～１３０ １３０～    

工事請負費  ～５００ ５００～

３，０００ 

３，０００～

１５，０００ 

１５，０００

～ 

 

材料費  ～１３０ １３０～

１，０００ 

１，０００～

２，０００ 

２，０００

～ 

 

負担金  ～ 

 

    

補助及び交付金 

補償費  ～１３０ 

 

１３０～

１，０００ 

 

１，０００～

２，０００ 

 

２，０００

～ 

 

 

補填及び賠償金 

公課費  ～ 

 

    

貸倒引当金繰

入額 

その他引当金

繰入額 

雑費   ～    

有形固定資産

減価償却費 

 ～ 

 

    

無形固定資産

減価償却費 

固定資産除却費 

雑損失  ～１０ １０～５０ ５０～   

企業債利息  ～ 

 

    

長期借入金利息 

一時借入金利息 

リース支払利息 

企業債取扱諸費 

消費税及び地

方消費税 

その他雑支出 

固定資産売却損 

減損損失 



 

災害による損失 

過年度損益修

正損 

その他特別損失 

有形固定資産

購入費 

 ～１３０ 

 

１３０～

５００ 

 

５００～

２，０００ 

 

２，０００

～ 

 

 

無形固定資産

購入費 

投資その他   ～    

一般貸付金  ～ 

 

    

他会計貸付金 

企業債償還金 

長期借入金償

還金 

備考 

１ 数字は、１件（１決裁に係るもの）の金額（単位万円）を示す。 

２ 「～Ａ」はＡ以下のものを、「Ａ～」はＡを超えるものを示す。 

３ 「～」は、決裁金額に制限のないことを示す。 

４ この表の適用に当たり、主幹兼係長の職が置かれていない場合は、この表の主幹兼係長の

欄に掲げる事項は課長を決裁者とする。 

  



 

別表第２（第１５条関係） 

勘定科目表 

収益 

款 項 目 節 

下水道事業収益    

 営業収益   

  下水道使用料  

  他会計負担金  

   一般会計負担金 

  受託事業収益  

  その他営業収益  

   手数料 

   雑収益 

 営業外収益   

  受取利息及び配当金  

   預金利息 

   基金利息 

   貸付金利息 

   有価証券利息 

   配当金 

  他会計負担金  

   一般会計負担金 

  他会計補助金  

   一般会計補助金 

  補助金  

   国庫補助金 

   県補助金 

  長期前受金戻入  

   受贈財産評価額 

   寄附金 

   他会計負担金 



 

   他会計補助金 

   補助金 

   下水道受益者負担金 

   その他長期前受金 

  消費税及び地方消費税  

  還付金  

  雑収益  

   有価証券売却収益 

   雑収益 

 特別利益   

  固定資産売却益  

  過年度損益修正益  

  その他特別利益  

費用 

款 項 目 節 

下水道事業費用    

 営業費用   

  管路管理費  

   報酬 

   報償費 

   旅費 

   備消品費 

   燃料費 

   印刷製本費 

   動力費 

   修繕費 

   通信運搬費 

   保管料 

   広告料 

   手数料 



 

   講師派遣手数料 

   筆耕翻訳料 

   保険料 

   委託料 

   使用料及び賃借料 

   工事請負費 

   材料費 

   負担金 

   補助及び交付金 

   補償費 

   補填及び賠償金 

   公課費 

   その他引当金繰入額 

   雑費 

  処理場管理費  

   報酬 

   報償費 

   旅費 

   備消品費 

   薬品費 

   燃料費 

   印刷製本費 

   光熱水費 

   動力費 

   修繕費 

   通信運搬費 

   保管料 

   広告料 

   手数料 

   講師派遣手数料 



 

   筆耕翻訳料 

   保険料 

   委託料 

   使用料及び賃借料 

   工事請負費 

   材料費 

   負担金 

   補助及び交付金 

   補償費 

   補填及び賠償金 

   公課費 

   その他引当金繰入額 

   雑費 

  受託事業費  

   報酬 

   報償費 

   旅費 

   備消品費 

   印刷製本費 

   動力費 

   修繕費 

   通信運搬費 

   保管料 

   広告料 

   手数料 

   講師派遣手数料 

   筆耕翻訳料 

   保険料 

   委託料 

   使用料及び賃借料 



 

   工事請負費 

   材料費 

   負担金 

   補助及び交付金 

   補償費 

   補填及び賠償金 

   その他引当金繰入額 

   雑費 

  普及指導費  

   報酬 

   報償費 

   旅費 

   備消品費 

   薬品費 

   印刷製本費 

   修繕費 

   通信運搬費 

   保管料 

   広告料 

   手数料 

   講師派遣手数料 

   筆耕翻訳料 

   保険料 

   委託料 

   使用料及び賃借料 

   負担金 

   補助及び交付金 

   補償費 

   補填及び賠償金 

   公課費 



 

   貸倒引当金繰入額 

   その他引当金繰入額 

   雑費 

  賦課管理費  

   報酬 

   報償費 

   旅費 

   備消品費 

   印刷製本費 

   修繕費 

   通信運搬費 

   保管料 

   広告料 

   手数料 

   講師派遣手数料 

   筆耕翻訳料 

   保険料 

   委託料 

   使用料及び賃借料 

   負担金 

   補助及び交付金 

   補償費 

   補填及び賠償金 

   公課費 

   貸倒引当金繰入額 

   その他引当金繰入額 

   雑費 

  総務費  

   報酬 

   給料 



 

   手当 

   賞与引当金繰入額 

   法定福利費 

   災害補償費 

   報償費 

   旅費 

   食糧費 

   備消品費 

   被服費 

   印刷製本費 

   修繕費 

   通信運搬費 

   保管料 

   広告料 

   手数料 

   講師派遣手数料 

   筆耕翻訳料 

   保険料 

   委託料 

   使用料及び賃借料 

   負担金 

   補助及び交付金 

   補償費 

   補填及び賠償金 

   公課費 

   貸倒引当金繰入額 

   その他引当金繰入額 

   雑費 

  減価償却費  

   有形固定資産減価償却費 



 

   無形固定資産減価償却費 

  資産減耗費  

   固定資産除却費 

  その他営業費用  

   雑損失 

 営業外費用   

  支払利息及び企業債取  

  扱諸費  

   企業債利息 

   長期借入金利息 

   一時借入金利息 

   リース支払利息 

   企業債取扱諸費 

  消費税及び地方消費税  

  雑支出  

   その他雑支出 

 特別損失   

  固定資産売却損  

  減損損失  

  災害による損失  

  過年度損益修正損  

  その他特別損失  

 予備費   

資産 

固定資産 

款 項 目 節 

有形固定資産    

  土地   

  事務所用地  

  施設用地  

  その他用地  



 

 建物   

  事務所用建物  

  施設用建物  

  建物附属設備  

  その他建物  

 建物減価償却累計額   

 構築物   

  管路施設  

  処理場施設  

  その他構築物  

 構築物減価償却累計額   

 機械及び装置   

  電気設備  

  機械設備  

  その他機械及び装置  

 機械及び装置減価償却   

 累計額   

 車両及び運搬費   

 車両及び運搬具減価償   

 却累計額   

 工具、器具及び備品   

 工具、器具及び備品減価  

 償却累計額   

 リース資産   

 リース資産減価償却累   

 計額   

 建設仮勘定   

  管路整備費建設仮勘定  

  処理場整備費建設仮勘定  

  建設総務費建設仮勘定  



 

  建設仮勘定  

 その他有形固定資産   

 その他有形固定資産減   

 価償却累計額   

無形固定資産    

 借地権   

 地上権   

 特許権   

 施設利用権   

 ソフトウェア   

 リース資産   

 その他無形固定資産   

投資その他資産    

 投資有価証券   

 出資金   

 長期貸付金   

  一般貸付金  

   一般貸付金 

   水洗便所改造貸付金 

  他会計貸付金  

 長期貸付金貸倒引当金   

 長期前払消費税   

 その他投資   

 その他投資減価償却累   

 計額   

流動資産 

款 項 目 節 

現金・預金    

 現金   

 預金   



 

未収金    

 営業未収金   

  現年度営業未収金  

   現年度未収下水道使用料 

   現年度その他営業未収金 

  過年度営業未収金  

   過年度未収下水道使用料 

   過年度その他営業未収金 

 営業外未収金   

  現年度営業外未収金  

  過年度営業外未収金  

 その他未収金   

  現年度その他未収金  

   現年度未収下水道受益 

   者負担金 

   現年度その他未収金 

  過年度その他未収金  

   過年度未収下水道受益 

   者負担金 

   過年度その他未収金 

未収金貸倒引当金    

 未収金貸倒引当金   

  未収金貸倒引当金  

   未収金下水道使用料貸 

   倒引当金 

   未収金下水道受益者負 

   担金貸倒引当金 

   未収金その他貸倒引当金 

有価証券    

短期貸付金    



 

 一般貸付金   

  一般貸付金  

   一般貸付金 

   水洗便所改造貸付金 

 他会計貸付金   

短期貸付金貸倒引当金    

前払費用    

前払金    

 前払消費税及び地方消   

 費税   

 その他前払金   

未収収益    

未収収益貸倒引当金    

その他流動資産    

 仮払金   

  仮払消費税及び地方消  

  費税  

  特定収入仮払消費税及  

  び地方消費税  

  その他仮払金  

 保管有価証券   

 その他流動資産   

負債 

固定負債 

款 項 目 節 

企業債    

 建設改良費等の財源に   

 充てるための企業債   

 資本費平準化債   

 その他の企業債   

他会計借入金    



 

 建設改良費等の財源に充   

 てるための長期借入金   

 その他の長期借入金   

リース債務    

引当金    

 特別修繕引当金   

 その他引当金   

その他固定負債     

流動負債 

款 項 目 節 

一時借入金    

企業債    

 建設改良費等の財源に   

 充てるための企業債   

 資本費平準化債   

 その他の企業債   

他会計借入金    

 建設改良費等の財源に充   

 てるための長期借入金   

 その他の長期借入金   

リース債務    

未払金    

 営業未払金   

  現年度営業未払金  

  過年度営業未払金  

 営業外未払金   

  現年度営業外未払金  

  過年度営業外未払金  

 その他未払金   

  現年度その他未払金  



 

  過年度その他未払金  

未払費用    

前受金    

 営業前受金   

 営業外前受金   

 その他前受金   

前受収益    

引当金    

 賞与引当金   

 修繕引当金   

 その他引当金   

その他流動負債    

 仮受消費税及び地方消   

 費税   

 仮受金   

 預り金   

  預り金  

   預り保証金 

   預り諸税 

   その他預り金 

 預り有価証券   

 その他流動負債   

繰延収益 

款 項 目 節 

長期前受金    

 受贈財産評価額   

 寄附金   

 他会計負担金   

  一般会計負担金  

 他会計補助金   



 

  一般会計補助金  

 補助金   

  国庫補助金  

  県補助金  

 下水道受益者負担金   

 その他長期前受金   

長期前受金収益化累    

計額    

 受贈財産評価額収益化   

 累計額   

 寄附金収益化累計額   

 他会計負担金収益化累   

 計額   

  一般会計負担金収益化  

  累計額  

 他会計補助金収益化累   

 計額   

  一般会計補助金収益化  

  累計額  

 補助金収益化累計額   

  国庫補助金収益化累計額  

  県補助金収益化累計額  

 下水道受益者負担金収   

 益化累計額   

 その他長期前受金収益   

 化累計額   

資本 

資本金 

款 項 目 節 

資本金    

 固有資本金   



 

 繰入資本金   

 組入資本金   

剰余金 

款 項 目 節 

資本剰余金    

 再評価積立金   

 受贈財産評価額   

 寄附金   

 他会計負担金   

  一般会計負担金  

 他会計補助金   

  一般会計補助金  

 補助金   

  国庫補助金  

  県補助金  

 下水道受益者負担金   

 その他資本剰余金   

利益剰余金（欠損金）   

 減債積立金   

 利益積立金   

 その他積立金   

 当年度未処分利益剰余金   

 （当年度未処理欠損金）   

  繰越利益剰余金年度末  

  残高（繰越欠損金年度末 

  残高）  

  当年度純利益（当年度純 

  損失）  

  



 

別表第３（第２９条関係） 

区分 予算執行の額 

食糧費 

備消品費 

被服費 

薬品費 

燃料費 

印刷製本費 

光熱水費 

動力費 

修繕費 

委託料 

材料費 

負担金 

補助及び交付金 

補償費 

補填及び賠償金 

雑費 

３０，０００，０００円

工事請負費 

有形固定資産購入費 

無形固定資産購入費 

５０，０００，０００円

  



 

別表第４（第３０条関係） 

区分 支出負担行為として整

理する時期 

支出負担行為の範囲 支出負担行為に必要な主な書

類 

１ 報酬 支出決定のとき 

 

当該期間分 

 

支給明細書 

 

２ 給料 

３ 手当 支出しようとする額 

 

４ 法定福利費 

５ 災害補償費 公務災害の発生給付額の算定 

を明らかにする書類 

６ 報償費 支出決定のとき又は 

契約締結のとき 

支出しようとする額 

又は契約金額 

支出決定を明らかにする書類、

契約書、請書、見積書及び請求

書 

７ 旅費 支出決定のとき 支出しようとする額 旅行命令書 

８ 食糧費 契約締結のとき又は 

請求のあったとき 

 

契約金額又は請求の 

あった額 

 

契約書、請書、見積書及び 

請求書 

 
９ 備消品費 

１０ 被服費 

１１ 薬品費 

１２ 燃料費 

１３ 印刷製本 

 費 

１４ 光熱水費 

１５ 動力費 

１６ 修繕費 



 

１７ 通信運搬 

 費 

１８ 保管料 

１９ 広告料 

２０ 手数料 

２１ 講師派遣 

手数料 

２２ 筆耕翻訳 

 料 

２３ 保険料 

２４ 委託料 

２５ 使用料及 

び賃借料 

２６ 工事請負 

 費 

２７ 材料費 

２８ 負担金 請求のあったとき 

又は交付決定をする 

とき 

 

 

請求のあった額又は 

決定交付額 

 

交付決定通知書の写し、申請書

及び請求書 

 
２９ 補助及び 

交付金 

３０ 補償費 支出決定のとき 

 

支出しようとする額 

 

契約書、支出決定を明らかにす

る書類及び請求書 

 
３１ 補填及び 

賠償金  

３２ 公課費 公課令書の写し 

３３ 雑費 支出決定を明らかにする書類 

 

３４ 雑損失 



 

３５ 企業債利 

 息 

支出決定のとき又は 

支払期限 

 

支出しようとする額 

 

払込通知書、支出決定を明らか

にする書類及び請求書 

 
３６ 長期借入 

金利息 

３７ 一時借入 

金利息 

３８ リース支 

払利息 

契約金額又は請求の 

あった額 

契約書、請書、見積書及び 

請求書 

３９ 企業債取 

 扱諸費 

支出しようとする額 払込通知書、支出決定を明らか

にする書類及び請求書 

４０ 消費税及 

び地方消費税 

支出決定のとき 支出しようとする額 公課令書の写し 

４１ その他雑 

支出 

支出決定のとき又は 

支払期限 

支出しようとする額 払込通知書、支出決定を明らか

にする書類及び請求書 

４２ 固定資産 

売却損 

支出決定のとき 

 

支出しようとする額 

 

支出決定を明らかにする書類 

 

４３ 減損損失 

４４ 災害によ 

る損失 

４５ 過年度損 

益修正損 

４６ その他特 

別損失 

４７ 有形固定 

資産購入費 

契約締結のとき 契約金額 契約書 

４８ 無形固定 

資産購入費 

契約締結のとき又は 

請求のあったとき 

契約金額又は請求の 

あった額 

契約書、請書、見積書及び 

請求書 

４９ 投資その 

 他 

出資又は払込決定の 

とき 

出資又は払込を要する

額 

申請書、払込通知書、投資又は

出資決定に関する書類 

５０ 一般貸付 

 金 

貸付決定のとき 

 

貸付をしようとする額 

 

契約書、確認書、申請書及び請

求書 

 
５１ 他会計貸 

付金 

５２ 企業債償 

 還金 

支出決定のとき又は 

支払期限 

支出しようとする額 

 

払込通知書、支出決定を明らか

にする書類及び請求書 



 

５３ 長期借入 

金償還金 

  

  



 

別表第５（第３０条関係） 

区分 支出負担行為として整

理する時期 

支出負担行為の範囲 支出負担行為に

必要な書類 

備考 

１ 資金

前渡 

資金前渡をするとき 資金前渡を要する額 資金前渡内訳書  

２ 繰替

払 

現金払命令又は繰替払

命令を発するとき 

現金払命令又は繰替

払命令を発しようと

する額 

内訳書  

３ 過年

度支出 

過年度支出を行うとき 過年度支出を要する額 支出負担行為の内容を

示す書類には、過年度

支出である旨の表示を

するものとする。 

４ 繰越 当該繰越分を含む支出

負担行為を行うとき 

繰越しをした金額の

範囲内の額 

契約書 支出負担行為の内容を

示す書類には、繰越し

である旨の表示をする

ものとする。 

５ 過誤

払金の

戻入 

現金戻入の通知のあっ

たとき（現金の戻入の

あったとき。） 

戻入を要する額 内訳書 翌年度の３月３１日以前

に現金の戻入があり、そ

の通知が４月１日以後に

あった場合は、かっこ書

によること。 

 


